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茨城社会保険事務局管内の社会保険事務所における標準報酬月額の 

不適正な遡及訂正処理の疑いのある事案等の調査結果について 

 

１．調査の目的 

  茨城社会保険事務局管内の水戸南、土浦社会保険事務所において、保険料の徴収

率を上げるため、標準報酬月額の不適正な遡及訂正処理により、滞納額の取消が行

われているという新聞報道があったことから事実関係の調査を行った。 

 

２．調査の状況 

 (1) 関係書類の調査 

水戸南、土浦社会保険事務所に保存されていた書類（水戸南：平成 14 年度～

平成 17 年度、土浦：平成 15 年度～平成 17 年度）から財産の差押え、又は平成

17 年度に保険料の徴収決定の取消が行われている事業所を抽出し、被保険者の記

録を確認したところ、差押え後、概ね１か月以内に事業主及び役員の標準報酬月

額について遡及訂正が行われている等の不適正な処理の疑いがある事案が 97 事

業所 142 件確認された。 

また、水戸南社会保険事務所において、保険料の徴収決定の取消を行っている

事案について、当該取消を行う理由が不明確な事案が 6 事業所 7 件確認された。 

 

(2) 事業主に対する調査 

    上記（1）の調査で把握した 97 事業所の事業主に対して、当該標準報酬月額の

引下げは事実と相違していないか、事実と相違している場合は、社会保険事務所

職員による届出の指導、示唆がなかったかどうかについて書面調査を行った。 

その結果、8 事業所から事実と相違しているとの回答があり、うち 3 事業所か

ら標準報酬月額の遡及訂正について、社会保険事務所職員の関与を窺わせるよう

な内容の回答があった。 

 

(3) 職員に対する面談調査 

  ① 標準報酬月額の遡及訂正処理に関する調査 

本庁職員が、上記(1)で把握した事案について、滞納処分票等から当時の担

当者等を調査し、職員 34 名に対し、面談により当該事案への関与の有無を確

認したが、不適正な遡及訂正処理への関与について自認する職員はいなかった。

更に、上記(2)の事業主からの回答の内容についても確認を行ったが、同様に

不適正な遡及訂正処理への関与について自認する職員はいなかった。 

また、滞納処分票等の関係書類を確認したが、事実と相違する標準報酬月額

の遡及訂正を指導、指示するような記述はなかった。 

本調査において、報道にあった「滞納取消額の自動算出ソフト」について調

査したが、会計検査院から適用もれ等の指摘を受けた場合に、会計検査院に報

告すべき徴収不足額を計算するための「計算シート」はあったが、新聞報道に



あるような「滞納取消額の自動算出ソフト」は存在しなかった旨の回答があっ

た。なお、当該「計算シート」が不適正な遡及訂正処理に用いられていたとい

う事実は確認できなかった。 

 

② 保険料の徴収決定の取消に関する調査 

    本庁職員が、上記（1）の調査において把握した保険料の徴収決定の取消を

行っている理由が不明確な 6事業所 7件について、関係書類を精査するととも

に、当時の徴収課担当者に面談調査を行ったところ、次のような不適正な会計

処理が確認された。 

(ｱ) 滞納保険料の一部として領収したものをこれに充てず、督促指定期限が到

来していない月分の保険料を更正増額するなどし、これに充てることで、新

たに延滞金を発生させないようにしていた。また、これと同額の滞納保険料

について徴収決定の取消処理を行っていた。（徴収決定取消 2 件、11,604 千

円） 

(ｲ) 事業主から既に時効となった月分の保険料の納付があり、本来ならば還付

しなければならないものを還付せず、全喪後の月分の保険料として収納し、

これと同額の時効となった保険料を徴収決定の取消処理を行っていた。（徴

収決定取消 2 件、600 千円） 

(ｳ) 時効が完成した滞納保険料について、本来不納欠損処理を行うべきところ、

徴収決定の取消処理を行っていた。（徴収決定取消 3 件、458,146 千円） 

当該処理について、水戸南社会保険事務所の元徴収課係員が、当時の徴収

課職員 6 名のうちの誰かから指示を受け決議書を作成したものと思われるが、

誰の指示だったかは覚えていない旨回答したことから、当時の徴収課職員に

確認を行っているが、指示した職員は特定できていない。 

 

３．調査の結果 

(1) 財産の差押え後、概ね１か月以内に事業主及び役員の標準報酬月額について遡

及訂正が行われている事案等について、標準報酬月額の不適正な遡及訂正処理に

関わったと自認した職員はいなかった。 

 

(2) 不適正な会計処理が確認された事案（6 事業所 7 件）について、元徴収課係員

は、当時の徴収課職員の誰かから指示を受け処理したものと思われるが、誰の指

示だったかは覚えていない旨回答した。このため、当時の徴収課職員に確認を行

っているが、指示した職員は特定できていない。 

 

(3) 茨城社会保険事務局における保険料徴収関係の会議資料及び議事録を確認した

が、事実に反する処理を指示しているような記述は確認されなかった。 

 

(4) なお、滞納事業所について、不適正な事務処理が行われていないかについての

全国的な状況を調べるため、サンプル調査の手法について早急に検討を行うもの

とする。 

 


